
鎮
西
探
題
の
設
置
と
少
弐
氏
・
大
友
氏

　

鎌
倉
期
の
九
州
御
家
人
の
中
で
、
少
弐
氏

と
大
友
氏
は
他
の
武
士
た
ち
よ
り
優
位
な

存
在
で
、「
鎮
西
東
・
西
奉
行
」な
ど
と
呼
ぶ

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
蒙
古
襲
来
後
、
戦
後
処

理
を
博
多
で
行
っ
た
弘
安
７
⎝
１
２
８
４
⎠

年
の
徳
政
の
使
い
の
合
奉
行
や
同
９
年
の

鎮
西
談
義
所
頭
人
に
も
、
少
弐
経
資
と
大
友

頼
泰
が
選
ば
れ
て
お
り
、
同
年
、
こ
の
両
人

は
幕
府
か
ら
九
州
武
士
へ
の
蒙
古
合
戦
勲

功
の
恩
賞
配
分
を
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
蒙
古
襲
来
に
よ
り
、
北

条
氏
は
九
州
へ
の
直
接
支
配
を
強

化
し
ま
し
た
。
建
治
元
⎝
１
２
７

５
⎠年
に
は
北
条
実
政
、
弘
安
４
年

に
は
北
条
時
定
が
異
国
征
伐
計
画

の
た
め
九
州
へ
下
向
し
た
と
い
わ

れ
て
お
り
、
少
弐
氏
や
島
津
氏
の

守
護
国
の
一
部
は
、
北
条
氏
の
管

国
へ
と
代
わ
り
ま
し
た
。

　

北
条
氏
の
九
州
支
配
を
画
期
的

に
進
め
た
の
が
、
正
応
５⎝
１
２
９
２
⎠年
に

「
異
国
打
手
大
将
軍
」
に
北
条
兼
時
・
時
家

が
選
任
さ
れ
、
翌
年
相
次
い
で
九
州
入
り
し

た
こ
と
で
す
。
両
者
は
九
州
全
域
に
及
ぶ
異

国
警
固
と
聴
訴
権
⎝
裁
判
時
に
取
り
調
べ
を

す
る
こ
と
⎠
を
有
し
て
お
り
、
初
代
鎮
西
探

題
⎝
鎌
倉
幕
府
の
九
州
出
先
機
関
⎠
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
⎝
異
説
あ
り
⎠。２
代
目
探
題
と

な
っ
た
北
条
実
政
が
永
仁
４
⎝
１
２
９
６
⎠

年
に
再
度
九
州
に
下
向
す
る
と
、
北
条
氏
の

九
州
支
配
は
さ
ら
に
強
大
化
し
ま
す
。
実
政

は
確
定
判
決
権
⎝
判
決
文
を
発
行
で
き
る
こ

と
⎠
を
も
ち
、
裁
判
機
能
を
補
佐
す
る
た
め

の
鎮
西
評
定
衆
・
鎮
西
引
付
衆
⎝
永
仁
７
年

設
置
⎠を
下
部
機
関
と
し
て
備
え
ま
し
た
。

　

少
弐
氏
・
大
友
氏
の
当
主
は
、
鎮
西
引
付

衆
の
頭
人
を
務
め
、
の
ち
に
は
鎮
西
評
定
衆

も
兼
務
し
ま
し
た
。
ま
た
、
探
題
が
任
じ
ら

れ
な
い
期
間
に
は
、
探
題
に
代
わ
っ
て
異
国

警
固
他
の
業
務
を
す
る
よ
う
幕
府
に
命
じ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
点
で
、
他
の
九
州

武
士
に
対
す
る
優
位
性
は
ま
だ
担

保
さ
れ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。
た

だ
し
、
鎮
西
探
題
の
設
置
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
九
州
武
士
の
中
で
ツ
ー

ト
ッ
プ
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の

が
、
相
対
的
に
下
が
っ
た
こ
と
は

否
定
で
き
ま
せ
ん
。

　

正
慶
２
⎝
１
３
３
３
⎠
年
、
少
弐

氏
・
大
友
氏
ら
に
よ
り
、
鎮
西
探

題
は
滅
ぼ
さ
れ
ま
す
が
、
こ
う
し

た
こ
と
へ
の
不
満
が
顕
在
化
し
た
と
解
釈
で

き
ま
す
。特
に
博
多
に
い
た
鎮
西
探
題
と
大

宰
府
に
い
た
少
弐
氏
は
、
同
じ
筑
前
を
拠
点

と
す
る
点
で
、
も
と
も
と
内
在
的
な
競
合
関

係
に
あ
り
ま
し
た
。こ
の
関
係
は
室
町
時
代

に
幕
府
の
九
州
出
先
機
関
で
あ
る
九
州
探

題
が
博
多
を
居
所
と
し
た
際
に
も
受
け
継

が
れ
、
室
町
期
の
九
州
政
治
史
に
お
い
て
大

き
な
要
素
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
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